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8市 報 国

こく

分
ぶん

寺
じ

市
役
所
へ
の
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
の
時
間
は
、
特
記
が
な
い
場
合
は
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト

パ
ブ
コ
メ

１２
月
３
日
㈭
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

も
と
ま
ち
地
域
セ
ン
タ
ー

ふ
る
さ
と
国
分
寺
の 

い
ま・む
か
し
を
学
ぶ
講
座

も
と
ま
ち
地
域
セ
ン
タ
ー 

自
主
事
業

新
田
開
発
以
降
を
中
心
に
、
古
代

か
ら
現
代
へ
つ
な
が
る
国
分
寺
市
の

歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
講
座
で
す
。
意

外
と
知
ら
な
い
ふ
る
さ
と
知
識
や
参

加
者
と
の
意
見
交
換
で
、
ふ
る
さ
と

国
分
寺
へ
の
愛
着
を
深
め
て
み
ま
せ

ん
か
。

t
市
内
在
住
の
方

k
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー

ト
国
分
寺

c

７
人

e
無
料

m

１１
月
１６
日
㈪
か
ら
電
話
で
も
と
ま

ち
地
域
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
２
・
３２４
・

９
９
１
１
へ
※
先
着
順
。
水
曜
日
を

除
く
午
前
９
時
～
午
後
５
時

f
筆
記
用
具

z
子
ど
も
同
伴
不
可

→
協
働
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
☎
０
４

２
・
３２５
・
１
９
９
１

１２
月
１９
日
㈯

午
前
１０
時
～
１１
時
１０
分

ひ
か
り
ク
ラ
ス（
両
親
学
級
）

オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施

助
産
師
に
よ
る
、
も
く
浴
の
講
義

や
保
健
師
の
話
、
質
疑
応
答
な
ど
の

両
親
学
級
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
い
ま

す
。

t
初
め
て
マ
マ
・
パ
パ
に
な
る
方

e
無
料

m
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
準
備
の
う

え
、
電
話
で
健
康
推
進
課
へ



→
健
康
推
進
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

８
０
１

年
末
保
育
を

行
い
ま
す

d

１２
月
２９
日
㈫
・
３０
日
㈬
午
前
７
時

～
午
後
７
時
の
う
ち
希
望
す
る
時
間

※
６
時
以
降
は
延
長
保
育
時
間
帯

b
こ
く
ぶ
ん
じ
保
育
園

t
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
児
童
〇

市
内
に
住
所
を
有
す
る
〇
認
可
保
育

所
ま
た
は
認
証
保
育
所
・
家
庭
的
保

育
室
・
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
の
保
育

施
設
に
入
所
し
て
い
る
〇
保
護
者
の

い
ず
れ
も
が
実
施
日
に
就
労
等
の
た

め
保
育
が
で
き
な
い

e
児
童
１
人
に
つ
き
３
千
円
／
日

（
延
長
保
育
料
は
別
途
４００
円
／
日
）

m

１１
月
３０
日
㈪
～
１２
月
７
日
㈪（
土・

日
曜
日
を
除
く
）に
、
申
込
書
を
郵

送（
必
着
）ま
た
は
直
接
〒
１８５
―

８５０１
子

ど
も
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
課（
市
役
所

第
２
庁
舎
）へ

申
込
書
配
布
市
内
認
可
保
育
所
・
家

庭
的
保
育
室
・
認
証
保
育
所
、
子
ど

も
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
課
※
市
ＨＰ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

→
子
ど
も
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
課（
内

３８３
）令

和
３
年
度
実
施
予
定

公
募
型
協
働
事
業�

公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査

公
募
型
協
働
事
業
「
こ
く
ぶ
ん
じ

青
空
ひ
ろ
ば
事
業
」・「
こ
く
ぶ
ん
じ

カ
レ
ッ
ジ
協
働
事
業
」
申
し
込
み
団

体
の
審
査
を
行
い
ま
す（
１０
月
１５
日

号
２
ペ
ー
ジ
参
照
）。
審
査
は
、
協

働
事
業
審
査
会
が
行
い
ま
す
。
申
し

込
み
団
体
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

と
審
査
会
委
員
に
よ
る
質
疑
を
傍
聴

で
き
ま
す
。

d

１１
月
１７
日
㈫
午
後
２
時
１５
分
～

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

→
協
働
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
☎
０
４

２
・
３２７
・
３
７
７
１

おれんじＣａｆｅサンライト
d8日・22日（火）午後1時～4時
b特別養護老人ホームサンライト
　（西町1-31-2）
t認知症の方やその家族、地域の方
e100円　i☎（042）595-7351
� →高齢福祉課☎（042）321-1301

1212月のおれんじ月のおれんじＣａｆｅＣａｆｅ

地域包括地域包括
支援センターの支援センターの
イベントイベント

→高齢福祉課☎（042）321-1301

転倒予防教室・フレイルに関しての話
12月3日（木）午前10時～11時30分�光公民館

コロナ禍での外出自粛のなか、筋力・体力低下、足腰の衰え
が気になる方、転倒予防体操を一緒に楽しみませんか。元
気に長生きするためのフレイルの話もします
t市内在住でおおむね65歳以上の方
k丸山秀雄さん（介護予防実践運動指導員）
c15人　e無料
m�11月16日（月）から電話で地域包括支援センターひかり
☎（042）573-4058へ※先着順
f飲み物　z動きやすい服装で参加

まちづくり条例改正原案まちづくり条例改正原案
パブリック・コメント（意見提出手続）、市民説明会の実施パブリック・コメント（意見提出手続）、市民説明会の実施

→まちづくり推進課（内459）

市
民
説
明
会

日（11月） 時間※同内容 場所 定員（人）

21日（土）
午後1時～2時

市役所第1庁舎3階
第一・二委員会室 各20　　3時～4時

　　6時～7時

25日（水）
　　2時～3時

本多公民館 各45
　　7時～8時

29日（日）
午前10時～11時

ひかりプラザ 各20午後1時～2時
　　3時～4時

m�11月16日（月）～開催日の前日までに希望日時、参加者氏名、連絡先（電
話番号）を電話でまちづくり推進課へ※先着順

まちづくり条例改正原案の概要（一部）
○�開発基本計画の届出対象を、国分寺崖線区域内で第1種低層住居専用地域ま
たは第2種低層住居専用地域に属する開発事業（墓地等を除く）の場合、現行
開発区域面積300㎡以上から500㎡以上に見直します

○�開発事業に関する意見書の提出時期を、より早い段階から提出できるよう
見直します

○�大規模開発事業の手続き対象を、一戸建ての建築を目的とする開発事業の
場合、国分寺崖線区域内も含め、現行開発区域面積3，000㎡以上から5，000
㎡以上に見直します

○�都市計画法に基づく開発行為を除き、公園整備について一定の要件を満た
す場合は、金銭代替も選択できるよう見直します

○�新設道路が延長120ｍ以下の通り抜け道路の場合、幅員の基準を現行5．5ｍ
以上から5ｍ以上に見直します

○�新設道路が延長35ｍ以下の行き止まり道路の場合、幅員4．5ｍ＋転回広場
での整備も可能となるよう見直します

○�第1種低層住居専用地域における建築物の敷地面積の最低限度を、開発区域
面積5，000㎡未満の場合は現行125㎡以上から115㎡以上へ、開発区域面
積5，000㎡以上の場合は現行135㎡以上から125㎡以上に見直します

○�防災倉庫の設置対象の一部を、現行50区画以上から30区画以上の一戸建て
の建築を目的とする開発事業の場合に見直します

○�建築物の外壁を敷地境界から1ｍ以上後退する規定の緩和措置に関して、外
壁の長さの合計を3ｍ以下（現行）から10ｍ以下（改正原案）までとし、開発
区域外との隣地境界の部分を除き、0．5ｍまで後退を緩和可能となるよう見
直します

○�自動車駐車場の設置台数を、商業地域および近隣商業地域の場合、駐車施
設計画書に基づき市長が定めた台数に見直します

○�公開空地の設置の対象を、現行開発区域面積1，000㎡以上から500㎡以上
に適用することに見直します。なお、開発区域面積500㎡未満の場合（中高
層建築物など）で公開空地設置により良好な地域環境創出に寄与する場合
は、緑化基準を一部緩和できるものとします

○�商業地域における敷地内の緑地等の基準について、緑化率および緑化・空
地率を一部見直します※緑化・空地率15％→9％など

○�国分寺崖線区域内の緑化について、接道部緑化率の基準を新たに導入し、
景観や緑の質の向上を図る場合は、緑化・空地率の整備基準を一部見直し
ます※接道部緑化率40％以上を確保する場合、緑化・空地率20％→16％
など

○�報告要請、勧告、公表の対象を、代理人や工事施工者にも適用できるよう
見直します

　社会情勢の変化やまちづくりの進展などを踏まえ、まちづくり条例の見直
しを進めています。市民懇談会、団体ヒアリングなどでいただいた意見を参
考に作成した条例改正原案に関して、市民の皆さんの意見を伺うため、パブ
リック・コメント（意見提出手続）と市民説明会を実施します。�

t�次の①～⑤のいずれかに該当する方や団体①市内在住②市内在勤または在
学③市内で事業活動または公益的な活動をしている④本市に納税義務があ
る⑤当該案件に利害関係がある
公�表・募集期間11月16日（月）～12月15日（火）
公�表場所まちづくり推進課（市役所第2庁舎）、オープナー（同附属棟）、ｃoｃob
unji市民サービスコーナー（ｃoｃobunji WEST5階）、国立駅前市民サービ
スコーナー（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）、各公民館・地域セ
ンター、恋ケ窪・光図書館、本多図書館駅前分館、福祉センター、市ＨＰ※閉庁
日・閉館日にご注意ください
提�出方法意見に件名・住所・氏名（団体の場合は名称・代表者氏名・事務所等の所
在地）、対象の①～⑤のうち該当する番号を明記し、郵送（必着）・v（042）324-
0160・amａｃhisuishin@ｃity．kokubunji．tokyo．jpまたは直接〒185-8501
まちづくり推進課へ※市外在住の方は、市内の勤務先・通学先、事業・公益的な
活動内容などを併記してください
z�いただいた意見は検討し、その概要とそれに対する市の考え方を後日公表し
ます。直接回答は行いません。収集した個人情報は、個人情報保護条例に基づ
き適切に取り扱います


